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平成28年7月12日 

 

各   位 

 

会 社 名 ト ー ソ ー 株 式 会 社 

代 表 者 名 代表取締役社長 大 槻 保 人 

 (コード番号 5956 東証第二部) 

問 合 せ 先 
取 締 役 

管 理 本 部 長 
前 川 圭 二 

 (TEL．03－3552－1211) 

 

 

「内部統制システム「内部統制システム「内部統制システム「内部統制システム構築の構築の構築の構築の基本方針」の一部改定基本方針」の一部改定基本方針」の一部改定基本方針」の一部改定に関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせに関するお知らせ    

 

当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システム構築の基本方針」を一部改定することを

決議いたしましたので、お知らせいたします。 

なお、改定後の内容につきましては下記のとおりであります。 

 

記 

 

１．１．１．１．当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体当社グループの取締役・使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体    

制、当社グループからなる企業集団における業務の適性を確保するための体制制、当社グループからなる企業集団における業務の適性を確保するための体制制、当社グループからなる企業集団における業務の適性を確保するための体制制、当社グループからなる企業集団における業務の適性を確保するための体制    

（１）当社グループは、法令・定款を遵守し、違反・不正行為を防止するために、「企業倫理綱領」を

中心とした関連規程や細則・マニュアルを整備するとともに、これらを取り纏めた「トーソー

グループ危機管理関連規程マニュアル集」を全従業員に配布し、その周知と運用の徹底を図る。  

（２）当社は、グループ会社を含めたコンプライアンスに関する統括および内部統制システムの構築

と維持、改善を行うことを主眼とした内部統制委員会を設置し、定期的な法令等遵守状況のチ

ェックや各部門の法令等遵守体制の徹底を行うことにより、企業集団における業務の適正性の

確保に努める。 

（３）当社グループは、「企業倫理綱領」に反社会勢力との絶縁に関する行動基準を定めるとともに、

「反社会的勢力への対応マニュアル」に基づき、反社会的勢力排除に向けた体制を構築し、市

民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関わりを持たず、また不当な要求に

対しては、断固としてこれを拒否する。 

（４）当社は、社内および社外に窓口を設けた内部通報制度を整備し、当社グループにおける不正行

為等の早期発見と是正を図るとともに、これを理由に通報者が不当に扱われない旨を「内部通

報取扱規程」に定める。 

（５）監査室は、当社グループの法令等遵守体制および内部統制の有効性や効率性について監査を行

い、必要に応じてその結果を代表取締役社長や取締役会、監査等委員会、内部統制委員会など

へ適宜報告するとともに、被監査部門および統括・管理部門に要改善事項を指摘し、その改善

状況を検証する。 

 

２．当社グループの取締役および使用人の２．当社グループの取締役および使用人の２．当社グループの取締役および使用人の２．当社グループの取締役および使用人の職務職務職務職務のののの執行に係る情報の保存および執行に係る情報の保存および執行に係る情報の保存および執行に係る情報の保存および管理に関する体制、グ管理に関する体制、グ管理に関する体制、グ管理に関する体制、グ    

ループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制ループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制ループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制ループ各社の取締役および使用人の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制 

（１）当社グループは、職務執行に係る重要文書およびその他の情報について「文書管理規程」ほか

関連規程や細則・マニュアルに基づき、保存・管理を行い、必要に応じてこれらの文書や情報

を閲覧できる体制を整備する。 
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（２）当社は、「子会社の役割及び管理に関する規程」ほか関連規程や細則・マニュアルに基づき、当

社が設定した管理主管者が、グループ各社の非常勤取締役等を務め取締役会に出席するととも

に、定期的に開催する子会社連絡協議会をはじめとした会議を通じて、グループ各社の業績内

容やその他重要な事項について報告を受ける。 

    

３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制３．当社グループの損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

（１）当社グループは、経営に重大な影響を及ぼすおそれのある損失の危険を適切に認識・評価し、

事業リスクその他の個別リスクに対する基本的な管理体制を整備する。 

（２）当社は、内部統制委員会を中心に当社グループのリスク管理体制の構築と維持、改善に努める

とともに、緊急事態が生じた場合には「危機管理規程」ほか関連規程や細則・マニュアルに基

づき損害の拡大防止を図る。 

 

４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制４．当社グループの取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

（１）当社グループは、重要な業務執行に関する意思決定機関および取締役の業務執行に関する監督

機関としての取締役会を、原則月１回開催するほか、必要に応じて開催することで機動的・効

率的な経営判断を行うとともに、施策および効率的な業務執行体制を阻害する要因の分析とそ

の改善を図る。 

（２）当社は､経営全般に関する方針等の立案設定､ならびに取締役会決議事項の事前検討等を行うこ

とを目的として、各本部長を含む経営幹部が出席する経営戦略会議を原則月１回開催し、効率的

な業務運営を行う。 

    

５．監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該取締役および使用人の他の５．監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該取締役および使用人の他の５．監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該取締役および使用人の他の５．監査等委員の職務を補助すべき取締役および使用人を置く体制と当該取締役および使用人の他の

取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性に関する事項ならびに監査等委員会の当該

取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項取締役および使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項 

（１）監査等委員がその職務を補助すべき使用人をおくことを求めた場合、取締役会は監査等委員と

協議の上、監査等委員を補助すべき使用人の指名と補助すべき期間を指定する事ができる。  

（２）当該使用人の任命・異動等人事権に係る事項の決定には、監査等委員会の事前同意を得ること

により、取締役（監査等委員である取締役を除く）からの独立性を確保する。 

 

６．当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会に報６．当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会に報６．当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会に報６．当社グループの取締役および使用人が監査等委員会に報告するための体制、監査等委員会に報

告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制 

（１）当社グループの取締役および使用人は、取締役会等の重要な会議において当社グループの業務

執行又は業績に関わる重要な事項について監査等委員に報告する。 

（２）当社グループの取締役および使用人は、業務執行における法令違反や定款違反などの不正行為

等の事実、当社グループに著しい損害を及ぼすおそれのある事項、その他コンプライアンスに

関する事項を知った場合は、その内容を速やかに監査等委員会に報告する。  

（３）当社グループの取締役および使用人は、監査等委員会または監査等委員に直接報告を行うこと

ができるものとし、当該報告をしたことを理由として、懲戒処分その他いかなる不利益な取扱

いも行わない。 

    

７．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職７．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職７．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職７．その他監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制、監査等委員の職

務の執行について生ずる費用の前払務の執行について生ずる費用の前払務の執行について生ずる費用の前払務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他の当該職務の執行についいまたは償還の手続きその他の当該職務の執行についいまたは償還の手続きその他の当該職務の執行についいまたは償還の手続きその他の当該職務の執行につい

て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項て生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項    

（１）監査等委員会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）および重要な使用人から個別のヒ

アリングの機会を設けるとともに、 代表取締役、監査室および会計監査人との定期的な意見交

換を行う。 
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（２）当社は、監査等委員が取締役会および業務執行上重要な会議への出席ならびに議事録等の関連

資料を閲覧できる体制を整備する。 

 

（３）当社は、監査等委員が職務執行について生ずる費用の前払又は償還等の請求をした時は、当該

監査等委員の職務執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該請求に基づき支払

いを行う。 

以 上 


